
外

務

省

盲
人
、
視
覚
障
害
者
そ
の
他
の
印
刷
物
の
判
読
に
障
害
の
あ
る
者
が
発
行

さ
れ
た
著
作
物
を
利
用
す
る
機
会
を
促
進
す
る
た
め
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
条
約

の
説
明
書
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五

一

概
説

１

条
約
の
成
立
経
緯

視
覚
障
害
者
等
に
よ
る
点
字
図
書
、
録
音
図
書
等
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
の
国
際
的
な
枠
組
み
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
各
国
が
自
国
で
作

(1)
成
し
た
点
字
図
書
、
録
音
図
書
等
を
国
境
を
越
え
て
海
外
の
視
覚
障
害
者
等
の
た
め
に
提
供
す
る
際
に
は
様
々
な
制
約
が
存
在
し
、
視
覚
障
害
者
等
が
著

作
物
を
利
用
す
る
た
め
の
環
境
が
十
分
に
は
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
善
す
べ
く
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
に
お
い
て
、
著
作
権
の
制
限
及
び
例
外
に
関
す
る
議
論
が
継
続
的
に
行
わ
れ
て
き
た
。
平

(2)
成
二
十
一
年
（
二
千
九
年
）
以
降
、
視
覚
障
害
者
等
の
た
め
の
著
作
権
の
制
限
及
び
例
外
に
関
す
る
条
約
案
が
提
案
さ
れ
る
等
、
議
論
が
加
速
化
し
た
。

こ
の
条
約
は
、
こ
う
し
た
検
討
を
経
て
、
平
成
二
十
五
年
（
二
千
十
三
年
）
六
月
、
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
開
催
さ
れ
た
外
交
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
も

(3)
の
で
あ
る
。

２

条
約
締
結
の
意
義

こ
の
条
約
は
、
視
覚
障
害
者
等
が
著
作
物
を
利
用
す
る
機
会
を
促
進
す
る
た
め
、
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
に
関
す
る
国
内
法
令
上
の
制
限
及
び
例

外
、
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
の
国
境
を
越
え
る
交
換
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
が
こ
の
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
の
視

覚
障
害
者
等
に
よ
る
国
内
外
の
著
作
物
の
利
用
の
機
会
を
更
に
促
進
す
る
と
と
も
に
、
視
覚
障
害
者
等
に
よ
る
著
作
物
の
利
用
の
機
会
の
促
進
に
関
す
る
国

際
的
な
取
組
に
貢
献
す
る
と
の
見
地
か
ら
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

３

条
約
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務

こ
の
条
約
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
主
要
な
義
務
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

自
国
の
著
作
権
法
に
お
い
て
、
視
覚
障
害
者
等
の
た
め
に
、
著
作
権
に
関
す
る
世
界
知
的
所
有
権
機
関
条
約
に
定
め
る
複
製
権
、
譲
渡
権
及
び
公
衆
の

(1)
利
用
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
状
態
に
置
く
権
利
の
制
限
又
は
例
外
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
が
、
視
覚
障
害
者
等
の
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
を
他
の
締
約
国
の
視
覚
障
害
者
等
若
し
く
は
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機

(2)
関
に
譲
渡
し
、
又
は
他
の
締
約
国
の
視
覚
障
害
者
等
若
し
く
は
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
の
利
用
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
状
態
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ

と
を
定
め
る
こ
と
。
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五

一

概
説

１

条
約
の
成
立
経
緯

視
覚
障
害
者
等
に
よ
る
点
字
図
書
、
録
音
図
書
等
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
の
国
際
的
な
枠
組
み
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
各
国
が
自
国
で
作

(1)
成
し
た
点
字
図
書
、
録
音
図
書
等
を
国
境
を
越
え
て
海
外
の
視
覚
障
害
者
等
の
た
め
に
提
供
す
る
際
に
は
様
々
な
制
約
が
存
在
し
、
視
覚
障
害
者
等
が
著

作
物
を
利
用
す
る
た
め
の
環
境
が
十
分
に
は
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
善
す
べ
く
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
に
お
い
て
、
著
作
権
の
制
限
及
び
例
外
に
関
す
る
議
論
が
継
続
的
に
行
わ
れ
て
き
た
。
平

(2)
成
二
十
一
年
（
二
千
九
年
）
以
降
、
視
覚
障
害
者
等
の
た
め
の
著
作
権
の
制
限
及
び
例
外
に
関
す
る
条
約
案
が
提
案
さ
れ
る
等
、
議
論
が
加
速
化
し
た
。

こ
の
条
約
は
、
こ
う
し
た
検
討
を
経
て
、
平
成
二
十
五
年
（
二
千
十
三
年
）
六
月
、
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
開
催
さ
れ
た
外
交
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
も

(3)
の
で
あ
る
。

２

条
約
締
結
の
意
義

こ
の
条
約
は
、
視
覚
障
害
者
等
が
著
作
物
を
利
用
す
る
機
会
を
促
進
す
る
た
め
、
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
に
関
す
る
国
内
法
令
上
の
制
限
及
び
例

外
、
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
の
国
境
を
越
え
る
交
換
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
が
こ
の
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
の
視

覚
障
害
者
等
に
よ
る
国
内
外
の
著
作
物
の
利
用
の
機
会
を
更
に
促
進
す
る
と
と
も
に
、
視
覚
障
害
者
等
に
よ
る
著
作
物
の
利
用
の
機
会
の
促
進
に
関
す
る
国

際
的
な
取
組
に
貢
献
す
る
と
の
見
地
か
ら
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

３

条
約
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務

こ
の
条
約
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
主
要
な
義
務
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

自
国
の
著
作
権
法
に
お
い
て
、
視
覚
障
害
者
等
の
た
め
に
、
著
作
権
に
関
す
る
世
界
知
的
所
有
権
機
関
条
約
に
定
め
る
複
製
権
、
譲
渡
権
及
び
公
衆
の

(1)
利
用
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
状
態
に
置
く
権
利
の
制
限
又
は
例
外
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
が
、
視
覚
障
害
者
等
の
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
を
他
の
締
約
国
の
視
覚
障
害
者
等
若
し
く
は
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機

(2)
関
に
譲
渡
し
、
又
は
他
の
締
約
国
の
視
覚
障
害
者
等
若
し
く
は
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
の
利
用
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
状
態
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ

と
を
定
め
る
こ
と
。
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二

視
覚
障
害
者
等
又
は
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
が
権
利
者
の
許
諾
を
得
る
こ
と
な
く
視
覚
障
害
者
等
の
た
め
に
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
を
輸
入

(3)
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
。

４

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

こ
の
条
約
は
、
平
成
二
十
八
年
（
二
千
十
六
年
）
九
月
に
効
力
を
生
じ
て
お
り
、
我
が
国
に
お
い
て
も
障
害
者
団
体
か
ら
こ
の
条
約
の
早
期
の
締
結
に
つ

い
て
要
望
が
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
障
害
者
福
祉
の
観
点
か
ら
早
期
の
締
結
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
の
視
覚
障
害
者
等
に
よ
る
国
内
外
の
著
作
物

の
利
用
の
機
会
を
更
に
促
進
す
る
と
と
も
に
、
視
覚
障
害
者
等
に
よ
る
著
作
物
の
利
用
の
機
会
の
促
進
に
関
す
る
国
際
的
な
取
組
に
貢
献
す
る
た
め
、
で
き

る
だ
け
早
期
に
こ
の
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

二

条
約
の
内
容

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
二
十
二
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

他
の
条
約
と
の
関
係
（
第
一
条
）

こ
の
条
約
は
、
他
の
条
約
に
基
づ
く
締
約
国
の
権
利
及
び
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

２

定
義
（
第
二
条
）

こ
の
条
約
の
適
用
上
の
用
語
（
「
著
作
物
」
、
「
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
」
及
び
「
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
」
）
に
つ
い
て
定
義
し
て
い
る
。

３

受
益
者
（
第
三
条
）

受
益
者
は
、

盲
人
で
あ
る
者
、

視
覚
障
害
又
は
知
覚
若
し
く
は
読
字
に
関
す
る
障
害
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
印
刷
さ
れ
た
著
作
物
を
そ
の
よ
う
な
障

(a)

(b)

害
の
な
い
者
と
実
質
的
に
同
程
度
に
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
、

身
体
的
な
障
害
に
よ
り
、
書
籍
を
持
つ
こ
と
若
し
く
は
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
ず
、

(c)

又
は
目
の
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
若
し
く
は
目
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
者
、
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
。

４

利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
に
関
す
る
国
内
法
令
上
の
制
限
及
び
例
外
（
第
四
条
）

締
約
国
は
、
受
益
者
の
た
め
に
著
作
物
を
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
の
形
態
で
利
用
可
能
と
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
、
自
国
の
著
作
権
法
に

(1)
お
い
て
、
複
製
権
、
譲
渡
権
及
び
公
衆
の
利
用
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
状
態
に
置
く
権
利
の
制
限
又
は
例
外
に
つ
い
て
定
め
る
。

締
約
国
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
く
制
限
又
は
例
外
を
、
自
国
の
市
場
に
お
い
て
受
益
者
が
特
定
の
利
用
し
や
す
い
様
式
で
は
妥
当
な
条
件
に
よ
り

(2)
商
業
的
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
著
作
物
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
条
約
の
批
准
、
受
諾
、
加
入
等
の
時
に
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
事
務

局
長
に
寄
託
す
る
通
告
に
お
い
て
、
そ
の
旨
を
宣
言
す
る
。
な
お
、
我
が
国
は
、
こ
の
条
約
の
加
入
に
際
し
て
こ
の
宣
言
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

５

利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
の
国
境
を
越
え
る
交
換
（
第
五
条
）

締
約
国
は
、
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
が
作
成
さ
れ
る
場
合
に
は
、
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
が
、
当
該
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
を
他
の
締

約
国
の
受
益
者
若
し
く
は
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
に
譲
渡
し
、
又
は
他
の
締
約
国
の
受
益
者
若
し
く
は
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
の
利
用
が
可
能
と
な
る

よ
う
な
状
態
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
定
め
る
。

６

利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
の
輸
入
（
第
六
条
）

締
約
国
の
国
内
法
令
は
、
受
益
者
等
又
は
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
が
著
作
物
の
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
を
作
成
す
る
こ
と
を
認
め
る
範
囲
に
お

い
て
、
権
利
者
の
許
諾
を
得
る
こ
と
な
く
受
益
者
の
た
め
に
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
を
輸
入
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。

７

技
術
的
手
段
に
関
す
る
義
務
（
第
七
条
）

締
約
国
は
、
技
術
的
手
段
の
回
避
を
防
ぐ
た
め
の
適
当
な
法
的
保
護
及
び
効
果
的
な
法
的
救
済
に
つ
い
て
定
め
る
場
合
に
は
、
受
益
者
が
当
該
法
的
保
護

に
よ
り
こ
の
条
約
に
定
め
る
制
限
及
び
例
外
を
享
受
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
適
当
な
措
置
を
と
る
。

８

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
尊
重
（
第
八
条
）

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
定
め
る
制
限
及
び
例
外
の
実
施
に
当
た
り
、
他
の
者
と
の
平
等
を
基
礎
と
し
て
受
益
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る
よ
う
努

め
る
。

９

国
境
を
越
え
る
交
換
を
促
進
す
る
た
め
の
協
力
（
第
九
条
）

締
約
国
は
、
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
が
相
互
に
特
定
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
た
め
の
情
報
の
自
発
的
な
共
有
を
奨
励
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
し
や
す

い
様
式
の
複
製
物
の
国
境
を
越
え
る
交
換
を
促
進
す
る
よ
う
努
め
る
。

実
施
に
関
す
る
一
般
原
則
（
第
十
条
）

10

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
適
用
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
約
束
す
る
。

制
限
及
び
例
外
に
関
す
る
一
般
的
義
務
（
第
十
一
条
）

11
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三

視
覚
障
害
者
等
又
は
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
が
権
利
者
の
許
諾
を
得
る
こ
と
な
く
視
覚
障
害
者
等
の
た
め
に
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
を
輸
入

(3)
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
。

４

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由

こ
の
条
約
は
、
平
成
二
十
八
年
（
二
千
十
六
年
）
九
月
に
効
力
を
生
じ
て
お
り
、
我
が
国
に
お
い
て
も
障
害
者
団
体
か
ら
こ
の
条
約
の
早
期
の
締
結
に
つ

い
て
要
望
が
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
障
害
者
福
祉
の
観
点
か
ら
早
期
の
締
結
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
の
視
覚
障
害
者
等
に
よ
る
国
内
外
の
著
作
物

の
利
用
の
機
会
を
更
に
促
進
す
る
と
と
も
に
、
視
覚
障
害
者
等
に
よ
る
著
作
物
の
利
用
の
機
会
の
促
進
に
関
す
る
国
際
的
な
取
組
に
貢
献
す
る
た
め
、
で
き

る
だ
け
早
期
に
こ
の
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

二

条
約
の
内
容

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
二
十
二
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

他
の
条
約
と
の
関
係
（
第
一
条
）

こ
の
条
約
は
、
他
の
条
約
に
基
づ
く
締
約
国
の
権
利
及
び
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

２

定
義
（
第
二
条
）

こ
の
条
約
の
適
用
上
の
用
語
（
「
著
作
物
」
、
「
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
」
及
び
「
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
」
）
に
つ
い
て
定
義
し
て
い
る
。

３

受
益
者
（
第
三
条
）

受
益
者
は
、

盲
人
で
あ
る
者
、

視
覚
障
害
又
は
知
覚
若
し
く
は
読
字
に
関
す
る
障
害
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
印
刷
さ
れ
た
著
作
物
を
そ
の
よ
う
な
障

(a)

(b)

害
の
な
い
者
と
実
質
的
に
同
程
度
に
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
、

身
体
的
な
障
害
に
よ
り
、
書
籍
を
持
つ
こ
と
若
し
く
は
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
ず
、

(c)

又
は
目
の
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
若
し
く
は
目
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
者
、
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
。

４

利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
に
関
す
る
国
内
法
令
上
の
制
限
及
び
例
外
（
第
四
条
）

締
約
国
は
、
受
益
者
の
た
め
に
著
作
物
を
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
の
形
態
で
利
用
可
能
と
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
、
自
国
の
著
作
権
法
に

(1)
お
い
て
、
複
製
権
、
譲
渡
権
及
び
公
衆
の
利
用
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
状
態
に
置
く
権
利
の
制
限
又
は
例
外
に
つ
い
て
定
め
る
。

締
約
国
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
く
制
限
又
は
例
外
を
、
自
国
の
市
場
に
お
い
て
受
益
者
が
特
定
の
利
用
し
や
す
い
様
式
で
は
妥
当
な
条
件
に
よ
り

(2)
商
業
的
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
著
作
物
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
条
約
の
批
准
、
受
諾
、
加
入
等
の
時
に
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
事
務

局
長
に
寄
託
す
る
通
告
に
お
い
て
、
そ
の
旨
を
宣
言
す
る
。
な
お
、
我
が
国
は
、
こ
の
条
約
の
加
入
に
際
し
て
こ
の
宣
言
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

５

利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
の
国
境
を
越
え
る
交
換
（
第
五
条
）

締
約
国
は
、
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
が
作
成
さ
れ
る
場
合
に
は
、
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
が
、
当
該
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
を
他
の
締

約
国
の
受
益
者
若
し
く
は
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
に
譲
渡
し
、
又
は
他
の
締
約
国
の
受
益
者
若
し
く
は
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
の
利
用
が
可
能
と
な
る

よ
う
な
状
態
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
定
め
る
。

６

利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
の
輸
入
（
第
六
条
）

締
約
国
の
国
内
法
令
は
、
受
益
者
等
又
は
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
が
著
作
物
の
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
を
作
成
す
る
こ
と
を
認
め
る
範
囲
に
お

い
て
、
権
利
者
の
許
諾
を
得
る
こ
と
な
く
受
益
者
の
た
め
に
利
用
し
や
す
い
様
式
の
複
製
物
を
輸
入
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
す
る
。

７

技
術
的
手
段
に
関
す
る
義
務
（
第
七
条
）

締
約
国
は
、
技
術
的
手
段
の
回
避
を
防
ぐ
た
め
の
適
当
な
法
的
保
護
及
び
効
果
的
な
法
的
救
済
に
つ
い
て
定
め
る
場
合
に
は
、
受
益
者
が
当
該
法
的
保
護

に
よ
り
こ
の
条
約
に
定
め
る
制
限
及
び
例
外
を
享
受
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
適
当
な
措
置
を
と
る
。

８

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
尊
重
（
第
八
条
）

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
定
め
る
制
限
及
び
例
外
の
実
施
に
当
た
り
、
他
の
者
と
の
平
等
を
基
礎
と
し
て
受
益
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る
よ
う
努

め
る
。

９

国
境
を
越
え
る
交
換
を
促
進
す
る
た
め
の
協
力
（
第
九
条
）

締
約
国
は
、
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
が
相
互
に
特
定
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
た
め
の
情
報
の
自
発
的
な
共
有
を
奨
励
す
る
こ
と
に
よ
り
、
利
用
し
や
す

い
様
式
の
複
製
物
の
国
境
を
越
え
る
交
換
を
促
進
す
る
よ
う
努
め
る
。

実
施
に
関
す
る
一
般
原
則
（
第
十
条
）

10

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
適
用
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
約
束
す
る
。

制
限
及
び
例
外
に
関
す
る
一
般
的
義
務
（
第
十
一
条
）
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四

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
適
用
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
に
当
た
り
、
文
学
的
及
び
美
術
的
著
作
物
の
保
護
に
関
す
る
ベ
ル
ヌ
条
約
、
知

的
所
有
権
の
貿
易
関
連
の
側
面
に
関
す
る
協
定
及
び
著
作
権
に
関
す
る
世
界
知
的
所
有
権
機
関
条
約
に
基
づ
い
て
有
す
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
、

並
び
に
こ
れ
ら
の
条
約
に
基
づ
い
て
負
う
義
務
を
履
行
す
る
。

他
の
制
限
及
び
例
外
（
第
十
二
条
）

12

締
約
国
は
、
各
締
約
国
が
、
そ
の
経
済
状
況
並
び
に
社
会
的
及
び
文
化
的
な
ニ
ー
ズ
を
考
慮
し
、
そ
の
国
際
的
な
権
利
及
び
義
務
に
従
い
、
受
益
者
の
た

め
の
著
作
権
の
制
限
及
び
例
外
で
あ
っ
て
こ
の
条
約
に
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の
を
各
締
約
国
の
国
内
法
令
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
認

め
る
。

管
理
条
項
（
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
）

13

締
約
国
は
、
総
会
を
設
置
す
る
。
総
会
は
、
こ
の
条
約
の
適
用
及
び
運
用
に
関
す
る
問
題
を
取
り
扱
い
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
事
務
局
長
の
招
集
に

(1)
よ
り
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
一
般
総
会
と
同
一
期
間
中
に
同
一
の
場
所
に
お
い
て
会
合
す
る
。

世
界
知
的
所
有
権
機
関
国
際
事
務
局
は
、
こ
の
条
約
の
管
理
業
務
を
行
う
。

(2)
最
終
条
項
（
第
十
五
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
）

14

こ
の
条
約
の
締
約
国
と
な
る
資
格
、
効
力
発
生
、
廃
棄
、
寄
託
者
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

三

条
約
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

１

こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
今
次
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

２

こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。

（
参

考
）

１

採
択

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
七
日

マ
ラ
ケ
シ
ュ
に
お
い
て
採
択

２

効
力
発
生

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

３

署
名
国

七
十
九
箇
国
及
び
欧
州
連
合

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ

ソ
、
ブ
ル
ン
ジ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
カ
メ
ル
ー
ン
、
中
央
ア
フ
リ
カ
、
チ
ャ
ド
、
チ
リ
、
中
華
人
民
共
和
国
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
コ
モ
ロ
、
コ
ン
ゴ
共
和
国
、
コ

ス
タ
リ
カ
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ジ
ブ
チ
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
、
エ
チ
オ
ピ

ア
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ガ
ー
ナ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ギ
ニ
ア
、
ハ
イ
チ
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ラ
ン
、
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
ケ
ニ
ア
、
大
韓
民
国
、
レ
バ
ノ
ン
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
マ
リ
、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
、
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
、
メ
キ
シ
コ
、

モ
ル
ド
バ
、
モ
ン
ゴ
ル
、
モ
ロ
ッ
コ
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
、
ナ
ミ
ビ
ア
、
ネ
パ
ー
ル
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
北
朝
鮮
（
＊
）
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
パ
ナ
マ
、
パ
ラ
グ

ア
イ
、
ペ
ル
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ
、
セ
ネ
ガ
ル
、
シ
オ
ラ
レ
オ
ネ
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ス
ー
ダ
ン
、
ス
イ
ス
、
シ
リ
ア
、
ト
ー
ゴ
、

チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ト
ル
コ
、
ウ
ガ
ン
ダ
、
英
国
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
バ
チ
カ
ン
、
ジ
ン
バ
ブ
エ
、
欧
州
連
合

（
＊

我
が
国
は
、
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
。
）

４

締
約
国

平
成
三
十
年
二
月
一
日
現
在

三
十
三
箇
国

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ボ
ツ
ワ
ナ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
カ
ナ
ダ
、
チ
リ
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド

ル
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
イ
ン
ド
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
ケ
ニ
ア
、
大
韓
民
国
、
キ
ル
ギ
ス
、
リ
ベ
リ
ア
、
マ
ラ
ウ
イ
、
マ
リ
、
メ
キ
シ
コ
、
モ
ン

ゴ
ル
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
北
朝
鮮
（
＊
）
、
パ
ナ
マ
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
ペ
ル
ー
、
セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
ウ
ル
グ
ア
イ

（
＊

我
が
国
は
、
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
。
）
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五

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
適
用
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
に
当
た
り
、
文
学
的
及
び
美
術
的
著
作
物
の
保
護
に
関
す
る
ベ
ル
ヌ
条
約
、
知

的
所
有
権
の
貿
易
関
連
の
側
面
に
関
す
る
協
定
及
び
著
作
権
に
関
す
る
世
界
知
的
所
有
権
機
関
条
約
に
基
づ
い
て
有
す
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
、

並
び
に
こ
れ
ら
の
条
約
に
基
づ
い
て
負
う
義
務
を
履
行
す
る
。

他
の
制
限
及
び
例
外
（
第
十
二
条
）

12

締
約
国
は
、
各
締
約
国
が
、
そ
の
経
済
状
況
並
び
に
社
会
的
及
び
文
化
的
な
ニ
ー
ズ
を
考
慮
し
、
そ
の
国
際
的
な
権
利
及
び
義
務
に
従
い
、
受
益
者
の
た

め
の
著
作
権
の
制
限
及
び
例
外
で
あ
っ
て
こ
の
条
約
に
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の
を
各
締
約
国
の
国
内
法
令
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
認

め
る
。

管
理
条
項
（
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
）

13

締
約
国
は
、
総
会
を
設
置
す
る
。
総
会
は
、
こ
の
条
約
の
適
用
及
び
運
用
に
関
す
る
問
題
を
取
り
扱
い
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
事
務
局
長
の
招
集
に

(1)
よ
り
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
一
般
総
会
と
同
一
期
間
中
に
同
一
の
場
所
に
お
い
て
会
合
す
る
。

世
界
知
的
所
有
権
機
関
国
際
事
務
局
は
、
こ
の
条
約
の
管
理
業
務
を
行
う
。

(2)
最
終
条
項
（
第
十
五
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
）

14

こ
の
条
約
の
締
約
国
と
な
る
資
格
、
効
力
発
生
、
廃
棄
、
寄
託
者
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

三

条
約
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

１

こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
今
次
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

２

こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。

（
参

考
）
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採
択

平
成
二
十
五
年
六
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二
十
七
日

マ
ラ
ケ
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に
お
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て
採
択

２

効
力
発
生

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日
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署
名
国

七
十
九
箇
国
及
び
欧
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連
合
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ル
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ボ
ス
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ラ
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、
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ル
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ジ
、
カ
ン
ボ
ジ
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、
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メ
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ー
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チ
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ド
、
チ
リ
、
中
華
人
民
共
和
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、
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ロ
ン
ビ
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、
コ
モ
ロ
、
コ
ン
ゴ
共
和
国
、
コ

ス
タ
リ
カ
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ジ
ブ
チ
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
、
エ
チ
オ
ピ

ア
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
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、
ガ
ー
ナ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ギ
ニ
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、
ハ
イ
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、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ラ
ン
、
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
ケ
ニ
ア
、
大
韓
民
国
、
レ
バ
ノ
ン
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
マ
リ
、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
、
モ
ー
リ
シ
ャ
ス
、
メ
キ
シ
コ
、

モ
ル
ド
バ
、
モ
ン
ゴ
ル
、
モ
ロ
ッ
コ
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
、
ナ
ミ
ビ
ア
、
ネ
パ
ー
ル
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
北
朝
鮮
（
＊
）
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
パ
ナ
マ
、
パ
ラ
グ

ア
イ
、
ペ
ル
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ
、
セ
ネ
ガ
ル
、
シ
オ
ラ
レ
オ
ネ
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
ス
ー
ダ
ン
、
ス
イ
ス
、
シ
リ
ア
、
ト
ー
ゴ
、
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ュ
ニ
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、
ト
ル
コ
、
ウ
ガ
ン
ダ
、
英
国
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
バ
チ
カ
ン
、
ジ
ン
バ
ブ
エ
、
欧
州
連
合

（
＊

我
が
国
は
、
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
。
）

４

締
約
国

平
成
三
十
年
二
月
一
日
現
在

三
十
三
箇
国

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ボ
ツ
ワ
ナ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
、
カ
ナ
ダ
、
チ
リ
、
コ
ス
タ
リ
カ
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド

ル
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
イ
ン
ド
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
ケ
ニ
ア
、
大
韓
民
国
、
キ
ル
ギ
ス
、
リ
ベ
リ
ア
、
マ
ラ
ウ
イ
、
マ
リ
、
メ
キ
シ
コ
、
モ
ン

ゴ
ル
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
北
朝
鮮
（
＊
）
、
パ
ナ
マ
、
パ
ラ
グ
ア
イ
、
ペ
ル
ー
、
セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
ウ
ル
グ
ア
イ

（
＊

我
が
国
は
、
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
。
）
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